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令和５年度 第１回 銚子市国民健康保険事業の運営に関する協議会 会議録 

 

１ 日  時 令和５年８月２３日（水） 午後１時２５分～午後２時２０分 

２ 場  所 銚子市役所３階 庁議室 

３ 出席者 

 ⑴ 委 員 

   鷺山 隆志委員、野口 光男委員、坂尾 清志委員、加瀬 喜代子委員、 

柏熊 聖子委員、佐久間 啓子委員、兒玉 晃昌委員、間山 春樹委員、 

髙橋 宏資委員、佐野 久子委員、植村 貴委員 

  （欠席委員）宮内 智之委員、明石 和也委員 

 ⑵ 事務局 

   越川市長、飯島市民課長、加瀨保険年金室長、白土主査、髙木副主査 

４ 傍聴者 １名 

５ 会議次第 

 ⑴ 開会 

 ⑵ 議事 

  議題１ 令和４年度銚子市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて 

  議題２ その他 

 ⑶ 閉会 

６ 会議概要 

事務局 

（髙木副主査） 

それでは、定刻前ですが、皆様お揃いになりましたので、始めさせて

いただきます。 

本日は、お忙しいところご出席いただきありがとうございます。 

令和 4年度の会議は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2回

とも書面開催となりましたので、1年半ぶりの対面での会議となります。

今年度、初めての開催となり、また、昨年度、委員の方の交代が多々あ

りましたので、改めて委員の皆様をご紹介したいと思います。会長から

反時計回りでご紹介いたします。当協議会会長 鷺山隆志委員、副会長 

野口光男委員、坂尾清志委員、加瀬喜代子委員、柏熊聖子委員、佐久間

啓子委員、兒玉晃昌委員、間山春樹委員、髙橋宏資委員、佐野久子委員、

植村貴委員、本日は所用のため欠席となっておりますが、宮内智之委員、

明石和也委員でございます。みなさま、今年度もよろしくお願いいたし

ます。なお、新たに委員になられた方々の委嘱期間につきましては、前

任者の残任期間である令和 6年 7月 31日までとなります。 

続けて、本日の会議資料の確認をさせていただきます。あらかじめ、配

付いたしましたが、会議次第、次に資料集でございます。お持ちでない

方は、お声かけ願います。 

本日、審議いただくのは、議題 1「令和 4年度銚子市国民健康保険事業

特別会計決算見込みについて」のみとなります。 

それでは、ただいまから、令和 5年度第 1回国民健康保険事業の運営に

関する協議会を開催いたします。なお、先ほどもお伝えいたしましたが、
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宮内委員、明石委員から、所用のため欠席とのご連絡をいただいており、

本日の出席委員は、11名です。 

銚子市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第 6 条第 1 項の規

定により、本日の会議は成立しましたことをご報告いたします。 

また、本日の会議は、これまでと同様に会議録を作成し、市のホームペ

ージで公表しますので、ご了承願います。 

次に越川市長からご挨拶を申し上げます。 

越川市長 皆さんこんにちは。 

本日は大変お忙しい中、国保運営協議会にお集まりをいただきまし

てありがとうございます。銚子は涼しいと言われてきましたけれど

も、このところ 30度を超える日々が続いておりまして、市内の熱中

症の搬送なども大変多くなっている状況でございますので、委員の

皆様におかれましても、健康管理に十分にご留意いただきますよう

お願いを申し上げます。 

さて、銚子市の国保財政につきましては、平成 28年度から令和 3年

度まで、実質的な赤字決算となります、繰上充用が続いてまいりまし

たが、これから説明をさせていただきます令和 4 年度の決算では繰

上充用を解消いたしまして、1億円あまりの黒字決算となっておりま

す。また、貯金にあたる、財政調整基金の残高も令和 4 年度末で約

4,000万円となりまして、黒字部分の一定額を積み立てますと、現在

高としては 1 億 3,000 万円程度の貯金ができたという状況になって

おります。また、収納率の方も令和 3年度の 82.78％から令和 4年度

は 83.52％となりまして、0.74ポイントほどアップをいたしました。

保険料率については令和 4 年度から長年の懸案でありました、医療

給付費分の資産割の方を廃止いたしまして、介護納付金分の増額改

定を行いました。また、保険料率につきましては県への納付金の状況

に合わせてなるべくこまめに改定をしようということで、2年ごとの

見直しを行っていきたいと考えております。いずれにいたしまして

も、再び繰上充用が発生することが無いように安定した国保運営を

図っていきたいと考えております。 

本日は令和 4 年度銚子市国民健康保険事業特別会計決算見込み等に

ついて説明をさせていただきます。忌憚のないご意見をいただきま

すようお願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

事務局 

（髙木副主査） 

ありがとうございました。大変恐れ入りますが、市長は所用のため、

ここで退席させていただきます。 

（市長退席） 

ここで、4月の人事異動もあり、今年度初めての会議でございますの

で、事務局職員を照会させていただきます。 

加瀨室長 私の方から、職員を紹介させていただきます。 

市民課長の飯島です。 

市民課保険年金室国保給付班班長の髙木です。 
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隣が国保料班班長の白土です。 

私、保険年金室室長の加瀨と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

事務局 

（髙木副主査） 

それでは、銚子市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第 3

条第 5 項の規定により、会長が議長となることとなっておりますの

で、鷺山会長からご挨拶と開会宣言をお願いいたします。 

鷺山会長 

 

皆さん、こんにちは。 

本日はご多忙の中、また、大変お暑い中ご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。この会議もようやく対面による会議となりま

した。今日、この場で皆様にお会いできたことをうれしく思っており

ます。本日の議題につきましては、先ほど説明もございましたように

令和 4 年度銚子市国民健康保険事業特別会計決算見込みについての

1件でございます。それでは銚子市国民健康保険事業の運営に関する

協議会を開催いたします。着座にて会議の進行をしてまいります。 

議事に入る前に、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員

は、加瀬委員と佐野委員にお願いいたします。よろしくお願いしま

す。また、当協議会の傍聴を希望する方がおりますので、他の協議会

の例にならい、傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

委員 異議なし。 

鷺山会長 

 

それでは、傍聴人を入室させてください。 

（傍聴人入室） 

傍聴人に申し上げます。会議の妨害となるような、発言、行為等を行

った場合には、退場を命ずることもありますので、あらかじめ申し上

げておきます。また、写真、録音等については、ご遠慮願います。な

お、携帯電話は、あらかじめ電源を切るなど、会議の妨害とならない

よう、お願いいたします。 

それでは、只今から議事に入らせていただきます。 

議題 1 令和 4 年度銚子市国民健康保険事業特別会計決算見込みに

ついて事務局の説明を求めます。 

加瀨室長 

 

それでは、議題 1 令和 4年度銚子市国民健康保険事業特別会計決算

見込みについて説明いたします。 

お手元の資料集の 1 ページをご覧下さい。始めに、歳入の主なもの

について、説明いたします。 

1 款 国民健康保険料の決算見込額は、16 億 7,198 万 9 千円で、前

年度決算額と比較しますと、5,172 万 4 千円の減少となっておりま

す。これは、本市の人口減少や高齢化に伴う後期高齢者医療保険制度

への移行などにより、国民健康保険加入世帯及び加入者が減少して

いることが要因と考えられます。国保加入者などの推移については、

6ページに記載しておりますので、後ほどご覧ください。 

また、収納率について、3ページをご覧ください。下の表になります

が、令和 4 年度決算見込みで現年度分が 92.64％、滞納繰越分が

24.50％で、前年度と比較しますと、現年度分で 0.60 ポイント上昇
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し、滞納繰越分で 1.78ポイント下降しております。滞納者からの保

険料納付を現年度優先にしたことにより、現年度分の収納率が向上

した結果となっております。 

1 ページにもどりまして、6 款 県支出金は、52 億 9,679 万 9 千円

で、主なものは、保険給付費等交付金で、市が医療機関等に支払う保

険給付費等に相当する額が県から交付されたものです。 

8款 繰入金は、5億 8,858万 9千円で、前年度決算額と比較します

と、452万 5千円の減となっております。その主な理由は、1ページ

下の表をご覧ください。繰入金の内訳で、表の一番右、令和 4 年度

の下から 2番目、職員給与費等が約 950万円減額となっております。

これは、保険年金室の職員が人事異動により、主査等が異動し主事ク

ラスが配属になったものです。上から 3 番目、保険基盤安定の未就

学児に係る均等割保険料減免分は、令和 4 年度から新たに設けられ

た繰入で約 300万円の増加となっております。 

9款 繰越金 853万 1千円は、前年度からの繰越金で、令和 3年度決

算において、先ほど市長からの説明にもありましたが、累積赤字が解

消し、剰余金が生じましたので、繰越したものです。歳入合計は、76

億 446万 4千円となっております。 

次に、歳出の主なものについて、説明しますので、2ページをご覧く

ださい。 

2 款 保険給付費の決算見込額は、51 億 9,935 万 6 千円で、前年度

決算額と比較すると、2,784万 8千円増加しております。これは、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大が落ち着き、医療機関の受診が

回復しつつあることが要因と考えられます。 

3 款 国民健康保険事業費納付金の決算見込額は、20 億 5,063 万 7

千円です。これは、千葉県が国保事業の運営に必要な額として市町村

ごとに示した額を、県に納付したものです。人口減少や後期高齢者医

療制度への移行などにより、国民健康保険の加入世帯及び加入者が

減少していることから、全体として減少しております。 

7款 基金積立金の決算見込額は 4,050万 2千円です。こちらは、累

積赤字が解消したことにより、剰余金の一部を国保事業特別会計の

基金へ積み立てたものになります。 

10 款 前年度繰上充用金の決算見込額は、令和 3 年度決算は歳入歳

出差引で不足分が生じなかったため、不要となっております。 

以上、歳出合計は、75億 265万 2千円でございます。 

令和 4 年度の特別会計の決算見込みは、歳入歳出差引 1 億 181 万 2

千円の黒字となり、剰余金は、一部を財政調整基金に積立てしまし

て、残りを令和 5年度へ繰越すこととなります。 

3ページをご覧ください。国民健康保険事業特別会計収支額ですが、

下から 2 段目の区分、翌年度歳入繰上充用金は、令和 3 年度決算に

おいて、累積赤字を解消したことから、不要となっております。 

次に 4ページ・5ページをご覧ください。 
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令和 5 年度銚子市国民健康保険事業特別会計予算現額について説明

します。始めに、歳入の主なものについて、説明しますので、4ペー

ジをご覧ください。 

1 款 国民健康保険料の予算現額は、16 億 7,988 万円で、前年度予

算額と比較しますと、6,365万 9千円の増加で、保険料収納率の上昇

を見込んでおります。  

6 款 県支出金は、52 億 5,466 万 9 千円で、主なものは、保険給付

費等交付金で、市が医療機関等に支払う保険給付費等に相当する額

が県から交付されるものです。 

8 款 繰入金は、6 億 148 万 4 千円で、前年度予算額と比較します

と、225万 3千円の減少です。 

以上、歳入合計は、75 億 8,100 万円で、前年度予算額と比較します

と、5,013万 6千円の減少となっております。 

次に、歳出の主なものについて、説明しますので、5ページをご覧く

ださい。 

2 款 保険給付費の予算現額は、51 億 8,290 万 5 千円で、前年度予

算額と比較すると、1億 1,389万円の減少となっております。 

3 款 国民健康保険事業費納付金は、21 億 4,759 万 9 千円です。こ

れは、千葉県が国保事業の運営に必要な額として市町村ごとに示し

た額を、県に納付するものです。 

6款 保健事業費は、9,483万 7千円で、特定健康診査や特定保健指

導など保健事業にかかる経費です。 

以上、歳出合計は、歳入と同額の 75億 8,100万円となっております。 

なお、資料として 6ページに国保加入世帯・加入者数の推移を、7ペ

ージから 9 ページにわたり、令和 4 年度国民健康保険事業の事務報

告書を添付しましたので、参考にご覧いただきたいと思います。 

以上で議題 1 令和 4 年度銚子市国民健康保険事業特別会計決算見

込みについての説明を終わります。 

鷺山会長 ありがとうございました。 

それでは、今の事務局からの説明を受け、委員の皆様からご意見を伺

いたいと思います。どなたか、ご意見のある方は、発言をお願いいた

します。 

柏熊委員 保険料の収納率が上がったというお話の中で、現年度分が入ったの

で今年度は上がったと冒頭にありましたが、保険料だと過去 2 年分

だけが追いかけられる、保険税になれば少し伸びると伺っています。 

保険料現年度分を徴収したということは今まで滞納していた、例え

ば、令和 2，3，4 年度とあった中で令和 4 年度分を徴収したとして

令和 2，3年度が滞納になっていると、今度、令和 5年度が来たら令

和 2年度分は消えてしまうのか。そうであれば令和 2，3年度を先に

払ってもらった方がいいと思うのですが、滞納者の事情に合わせて

現年度優先にしているということか伺いたいです。 

加瀨室長 現年度分を優先にしたのは、翌年度へ繰越す滞納額をなるべく減ら
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す目的で現年度優先にした次第です。先ほど柏熊委員からもありま

したとおり、令和 2 年度分は時効が来て消滅しますけれども、これ

から先のことを考えて、滞納として残す金額をなるべく減らして、

徐々に滞納繰越額を減らしていく方針で収納業務を行ってまいりま

した。 

柏熊委員 本来ならば令和 4 年度に令和 2，3，4 年度を払わなければならない

ところを、令和 4 年度分を払ってもらって、令和 2 年度分は消えて

しまうけれども、次に払っていただくのは令和 3 年度と令和 5 年度

と、少し払う分が減るからそちらの道を選んだということですね。わ

かりました。ありがとうございました。 

坂尾委員 初めての会議で、教えていただきたいのですが、例えば世帯数ですけ

れども、令和 4年度、9,877で令和 5年度についてはどのような数字

をつかんでいるのか。それから加入率 36.92 ですけれども残りはサ

ラリーマンとか色々あるかと思いますが、銚子市民の方で保険に入

っていないという方はいらっしゃるのでしょうか。その辺つかんで

いるのかどうか教えてください。 

加瀨室長 まず、国保の世帯数について、今年度ですけれどもやはり、過去の推

移を見ていただきますとおり、今年度も減少となっております。先ほ

ど説明の中でも触れさせていただきましたが、銚子市内の人口が減

少していること、また、75 歳に到達したことに伴い後期高齢者医療

制度に移行する方が多くいらっしゃいますので、どうしても国保の

加入者数が減っている状況でございます。 

保険に入っていない方ですが、実際のところ把握はできていない状

況ですが国民皆保険ということですので、こちらとしてもできるだ

け未加入の方が出ないようにはしています。 

坂尾委員 それは 0ではないということですね。いるということですか。 

飯島課長 把握をしていないので正確にはわからないですけれども、社会保険

を脱退されて国保に確実に加入してくれるのであれば漏れはないと

思いますが、脱退したまま届け出を出さない方がいる可能性がある

ので。 

坂尾委員 どの保険にも加入していない方々の調査はやらないのですか。私は

やるべきだと思うんです。そのための行政組織ですから。把握してい

ないということでしたが把握する努力はした方がいいのではないで

すか。よろしくお願いします。 

野口委員 収納率の件ですが、先ほどのお話は、現年度分の収納率をアップさせ

て、翌年度以降の滞納繰越額を減らし、全体的に収納率を上げていく

というお考えだと思います。それは確かにいいと思います。実際、収

納率が 0.74ポイント上がっているわけですから。しかし、滞納繰越

分については収納率 1.78ポイント落ちているということで。現年度

分については取りやすいと思うんです。現実的な話として。ただ滞納

分を取る作業というのはすごく大変で、今までどおり、あるいは少し

等閑になってしまうと、やはり取れなくなってしまう。ノウハウも必
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要になるものだし、ご苦労もあると思うんです。ただ少し弱めてしま

うと取れなくなってしまうので、ここも頑張っていただいて、両輪で

やっていただくといいと思います。それに現年度分も必ず頭打ちに

なってくると思うんです。そういうこともありますから、ぜひ、その

辺を配慮しながら滞納分についても収納率を上げる努力というの

を、そのレベルを下げないでやっていただきたいというのが希望で

す。 

加瀨室長 令和 4 年度に人事異動で債権管理室から徴収に長けた職員が入って

きておりますので、その者を中心に財産調査ですとか預金調査に力

を入れるような形で進めております。資料の 8 ページにあります事

務報告書の滞納処分等の実施状況のところに差押件数、換価という

のがあるんですけれども、令和 4年度差押さえ等が 11件、換価が 6

件で、令和 3 年度と比較するとだいぶ滞納繰越分の徴収には力を入

れておりますので、引続き強化しながら滞納繰越分の徴収率の方も

なるべく下げないように努力したいと考えております。 

佐野委員 資料 1 ページの歳入の 4 国庫支出金について教えていただければ

と思います。今までいただいた資料ではこの項目が非表示になって

いたんですけれども、その内訳の中で社会保障・税番号制度システム

は令和 4 年度、令和 3 年度とも 0 円となっていますが、令和 3 年度

以前に補助金があったのか、今後なにか予定があるのかを教えてい

ただければと思います。 

飯島課長 令和 3 年度以前にマイナンバーの関係で補助金を受けていた経緯が

あります。 

加瀨室長 もし今年度なければ削除するようにいたします。 

鷺山会長 令和 4 年度の収支で歳入歳出差引額が約 1 億 180 万の黒字が出たと

いうことで、黒字の端的な要因をお伺いしたいです。 

飯島課長 明確な分析ではないんですけれども、2ページの 3款 国民健康保険

事業費納付金の方が昨年度と比較しまして 9,500 万円減額されてい

るということと、10 款 前年度繰上充用金の方も約 6,300 万円が不

要になったということが、大きいのではないかと考えております。 

鷺山会長 今後、2年に一度、保険料率を見直すと、先の会議で決まっているん

ですが、県の標準保険料率が実際よりも下回っているというのが大

きな原因ではないかと考えており、これから料率の方をまた検討し

なければならないと思っております。これは私の意見です。 

鷺山会長 他に意見もないようですので、続きまして議題 2 その他について事

務局からありましたらお願いします。 

加瀨室長 それでは、議題 2 その他については、2件ございます。 

1つ目は、昨年策定しました「銚子市国民健康保険の保険料率見直し

方針」におきまして、2年に一度保険料率を見直すことと定めており

ます。そのことから令和 6 年度が 2 年目となりますので、今年度、

保険料率の見直しを協議したいと考えております。千葉県から令和 6

年度の標準保険料率などが示されましたら、それを参考に料率見直
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し（案）を策定いたしまして、次回の会議において諮問する予定です

ので、よろしくお願いいたします。 

2つ目でございますが、国民健康保険保険事業実施計画、いわゆるデ

ータヘルス計画です。それと第 3 期特定健康診査等実施計画、こち

らの 2 つの計画が、令和 5 年度で計画期間が終了いたします。その

ことから、令和 6 年度からの 6 か年計画の策定を予定しておりまし

て、今回の計画からデータヘルス計画の中に特定健康診査等事業計

画を含めた形で第 3 期データヘルス計画とする予定でございます。

こちらにつきましても次回の会議には、素案等を提示いたしまして、

ご意見などをいただきたいと思いますので、併せてよろしくお願い

いたします。 

議題 2 その他の方は以上でございます。 

鷺山会長 それでは今の事務局からの説明を受け、ご意見などがある方は発言

をお願いします。 

坂尾委員 次回というのはいつ頃ですか。 

加瀨室長 標準保険料率が 12 月くらいに提示されますので、12 月に第 2 回を

予定しております。 

野口委員 2年ごとの料率の改定ということで決まってますので、私もやるべき

だなと考えております。そうでないとせっかく国保事業が黒字にな

って、いい流れになってきた時に負担が増えてしまっても困ってし

まいますので、やはりそれは順次改定するというのは必要かなと思

っています。 

加瀨室長 今後、2年毎の料率見直し計画の方は、引続き続けていきたいと考え

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

柏熊委員 2 点目のデータヘルス計画についてなんですが、令和 6 年度に向け

て、先ほど言われていたように次の会議が 12月ならば、その段階で

素案ができてて、4月からスタートできるようにしとくということで

しょうか。 

加瀨室長 12月の開催時には、ある程度の素案を皆様にお示ししまして、一度、

協議していただき、年明けにはパブリックコメントの方も実施した

いと思っております。 

柏熊委員 12 月に素案が出て会議し、ある程度意見を組入れ、なおかつパブリ

ックコメントでいただいた意見をまとめて、4月から実施できるよう

にするということですね。 

加瀨室長 そのように考えております。 

鷺山会長 そうすると 12月と、来年の 2月頃の会議開催になりますね。 

加瀨室長 そうなると思います。 

野口委員 今までの話と関係のない話なんですが、人間ドックの補助金は、今、

3万円だと思います。これを初回は 5万円で、2回目以降 2万円にす

るなど、なるべく初回の人間ドックの補助を使いやすいようにする

システムにすることで、人間ドックを受ける人も増えるのではない
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かと以前から思っています。ご参考までに意見として発言させてい

ただきました。 

飯島課長 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

柏熊委員 人間ドックの話がありましたので意見として言わせてください。私

は市内、もしくは近隣の病院で受けていただけるような補助にした

方がいいと思っています。できる医療機関が市内にあるのならば受

けていただけるようなお考えはありませんか。 

加瀨室長 現在、市内 5 か所、市外 2 か所で行っています。もともと、市と契

約した医療機関に限って補助を行っております。 

柏熊委員 わかりました。ありがとうございます。 

鷺山会長 ご意見等、出尽くしたようですので、これをもちまして会議に付され

た議題は、すべて終了いたしました。 

それでは、本日の協議会を終了いたします。 

議事運営にご協力いただきありがとうございました。 

髙木副主査 鷺山会長、議事進行ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和 5 年度第 1 回銚子市国民健康保険事業の運

営に関する協議会を閉会いたします。また、今年度の運営協議会につ

きましては、先ほど会議の中でもありましたが、12 月と翌年 2 月の

2回ほどの開催を予定しております。開催日時が決まりましたら、ま

た、通知をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

本日は、お忙しいところ、ありがとうございました。 

 

令和５年  月  日   

 

会  長   

 

署名委員   

 

署名委員   


